
1

兵庫労働局
Press Release

兵庫労働局 発表
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平成 24 年「高年齢者の雇用

厚生労働省では、高年齢者を 65 歳まで雇用するための

況など、平成 24 年「高年齢者の雇用状況」（6 月 1 日現

兵庫労働局集計分を公表します。

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では 65 歳

企業に「定年の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度

者雇用確保措置）を講じるよう義務付け（※）、毎年 6 月 1

を求めています。

今回の集計結果は、この雇用状況を報告した従業員 31

めたものです。

なお、この集計では、従業員 31 人～300 人規模を「中小

としています。
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「高年齢者雇用確保措置」の実施状

在）の集計結果をまとめましたので、

までの安定した雇用を確保するため、

の導入」のいずれかの措置（高年齢

日現在の高年齢者の雇用状況の報告

人以上の企業約 5 千社の状況をまと

企業」、301 人以上規模を「大企業」

電話 078(367)0810



2

【集計結果の主なポイント】

１ 高年齢者雇用確保措置の実施状況

高年齢者雇用確保措置を「実施済み」の企業の割合は96,2％（前年比1.4ポイント上昇）（表１）

・中小企業は95.9％（同1.6ポイント上昇）

・大企業は99.8％（同0.2ポイント減少）

２ 希望者全員が65歳以上まで働ける企業等の状況

(1) 希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は47.5％（同0.9ポイント上昇）（表５）

・中小企業では50.2％（同1.1ポイント上昇）

・大企業は20.8％（前年度と同程度）で、中小企業の取組の方が進んでいる

(2) 70歳以上まで働ける企業の割合は17.4％（同0.3ポイント上昇）（表６）

・中小企業では18.2％（同0.4ポイント上昇）

・大企業では9.4％（同0.1ポイント減少）で、中小企業の取組の方が進んでいる

３ 定年到達者の継続雇用状況

過去１年間に定年年齢に到達した13,508人のうち、継続雇用された人は10,188人（75.4％）、

継続雇用を希望しなかった人は3,112人（23.0％）、基準に該当しないこと等により離職した人

は208人（1.5％）（表７）

・継続雇用制度を導入している企業のうち継続雇用の対象者を限定する基準を定めていない

企業では、過去１年間に定年年齢に到達した人（3,615人）のうち、継続雇用された人は

3,090人（85.5％）

・継続雇用制度を導入している企業のうち継続雇用の対象者を限定する基準を定めている

企業では、過去１年間に定年年齢に到達した人（8,357人）のうち、継続雇用された人は

6,141人（73.5％）、基準に該当しないことにより離職した人は132人（1.6％）

詳細は、次頁以下をご参照ください。

＜集計対象＞

兵庫県の常時雇用する労働者が 31人以上の企業 4,992 社

中小企業（31～300 人規模）：4,536 社

（うち 31～50 人規模：1,766 社、51～300 人規模：2,770 社)

大企業 （301 人以上規模）： 456 社

（※）高年齢者雇用確保措置の義務年齢は、年金の支給開始年齢の引上げに合わせて段階的に引き上げ

られ、平成 25 年 3 月 31 日までは 64 歳、平成 25 年４月１日から 65 歳となる。



3

１ 高年齢者雇用確保措置の実施状況

(1) 全体の状況

高年齢者雇用確保措置（以下「雇用確保措置」という。）の実施済企業の割合

は 96.2％（4,804 社）（前年比 1.4 ポイントの上昇）、51 人以上規模の企業で

97.5％（3,146 社）（同 1.1 ポイントの上昇）となっている。

雇用確保措置が未実施である企業の割合は 3.8％（188 社）（同 1.4 ポイント

の減少）、51 人以上規模企業で 2.5％（80 社）（同 1.1 ポイントの減少）となっ

ている。（表１）

(2) 企業規模別の状況

雇用確保措置の実施済企業の割合を企業規模別に見ると、大企業では 99.8％

（455 社）(前年比0.2ポイントの減少）、中小企業では95.9％（4,349社）（同1.6

ポイントの上昇）となっている。（表１）
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(3) 雇用確保措置の上限年齢

雇用確保措置の上限年齢については、雇用確保措置の実施済企業のうち、現在の義

務年齢である64歳を上限年齢としている企業は

法の義務化スケジュールより前倒しして

年の定めのない企業を含む。）

ている。（表３）

0% 20%

平成24年

（31人以上）

平成24年

（51人以上）

平成23年

（31人以上）

平成23年

（51人以上）

平成22年

（31人以上）

平成22年

（51人以上）

平成21年

（31人以上）

平成21年

（51人以上）

平成20年

（51人以上）

平成19年

（51人以上）

平成18年

（51人以上）

６５歳以上

4

雇用確保措置の上限年齢

雇用確保措置の上限年齢については、雇用確保措置の実施済企業のうち、現在の義

歳を上限年齢としている企業は9.8％（470社）となっている。

法の義務化スケジュールより前倒しして 65 歳以上を上限年齢としている企業（定

年の定めのない企業を含む。）は90.2％（4,334社）（同2.0 ポイントの上昇）
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(4) 雇用確保措置の内訳

雇用確保措置の実施済企業のうち、

① 「定年の廃止」により雇用確保措置を講じている企業は

（同 0.1 ポイントの減少

② 「定年の引上げ」により雇用確保措置を講じている企業は

（同 0.5 ポイントの上昇）、

③ 「継続雇用制度の導入」により雇用確保措置を講じている企業

（4,017 社）（同 0.4

となっており、定年制度により雇用確保措置を講じるよりも、継続雇用制度によ

り雇用確保措置を講じる企業の比率が高い。（表４－１）

(5) 継続雇用制度の内訳

「継続雇用制度の導入」により雇用確保措置を講じている企業（

① 継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていない

（同 0.6 ポイントの減少

② 継続雇用制度の対象者を限定する基準を

（2,293社）（同 0.6 ポイントの上昇）

となっている。（表４－２）
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雇用確保措置の実施済企業のうち、

の廃止」により雇用確保措置を講じている企業は 2.8

ポイントの減少）、

「定年の引上げ」により雇用確保措置を講じている企業は

ポイントの上昇）、

継続雇用制度の導入」により雇用確保措置を講じている企業

0.4 ポイントの減少）、

となっており、定年制度により雇用確保措置を講じるよりも、継続雇用制度によ

り雇用確保措置を講じる企業の比率が高い。（表４－１）

「継続雇用制度の導入」により雇用確保措置を講じている企業（4

継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていない企業は

減少）、

継続雇用制度の対象者を限定する基準を労使協定で定めている企業は

ポイントの上昇）、

となっている。（表４－２）
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２ 希望者全員が 65 歳以上まで働ける企業等について

(1) 希望者全員が 65 歳以上まで働ける企業の

希望者全員が 65 歳以上まで働ける企業の割合は

ポイントの上昇）となっている。

企業規模別に見ると、

① 中小企業では 50.2

② 大企業では 20.8％（

となっており、特に中小企業での取組が進んでいる。

(2) 70 歳以上まで働ける企業の状況

70歳以上まで働ける企業の割合は

となっている。

企業規模別に見ると、

① 中小企業では 18.2

② 大企業では 9.4％（

となっている。（表６）
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歳以上まで働ける企業等について

歳以上まで働ける企業の状況

歳以上まで働ける企業の割合は 47.5％（

）となっている。

企業規模別に見ると、

2％（2,275 社）（同 1.1 ポイント上昇）、

％（95 社）（前年度と同程度）、

となっており、特に中小企業での取組が進んでいる。（表５）

歳以上まで働ける企業の状況

歳以上まで働ける企業の割合は 17.4％（868社）（同 0.3

企業規模別に見ると、

18.2％（825 社）（同 0.4 ポイント上昇）、

％（43 社）（同 0.1 ポイント減少）

となっている。（表６）
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３ 定年到達者の動向

過去１年間（平成 23

人）のうち、継続雇用を希望しなかった者の数（割合）は

定年後に継続雇用された者は

該当しないこと等により離職した者は

ついて見ると、継続雇用された者の割合は

り離職した者の割合は

また、継続雇用制度により雇用確保措置を講じている企業のうち、

① 継続雇用の対象者を限定する基準を定めていない

年到達者3,615人のうち、継続雇用された者の数（割合）は

② 継続雇用の対象者を限定する基準を定めている

到達者 8,357 人のうち、継続雇用された者の数（割合）は

継続雇用を希望したが基準に該当しないことにより離職した者は

（1.6％）、

となっている。（表７）
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23 年 6月 1日から平成 24年 5月 31日）の定年到達者（

継続雇用を希望しなかった者の数（割合）は 3,11

継続雇用された者は 10,188 人（75.4％）、継続雇用を希望したが基準に

により離職した者は 208 人（1.5％）、継続雇用を希望した者に

ついて見ると、継続雇用された者の割合は 98.0％、基準に該当しないこと

り離職した者の割合は 2.0％となっている。

また、継続雇用制度により雇用確保措置を講じている企業のうち、
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４ 雇用確保措置の義務化後の高年齢労働者の動向

51 人以上規模企業における 60 歳以上の常用労働者数は約 78,500 人であり、

雇用確保措置の義務化前(平成17年)と比較すると、約43,500 人増加している。

31 人以上規模企業における 60 歳以上の常用労働者数は約 88,300 人であり、

平成 21 年と比較すると、約 10,200 人増加している。（表８）

５ 今後の取組

(1) 雇用確保措置の定着に向けた取組

雇用確保措置が未実施である企業が 188 社（31 人以上規模企業）あることか

ら、引き続き、兵庫労働局、ハローワークによる個別指導を強力に実施し、早

期解消を図る。

(2) 改正高年齢者雇用安定法の施行に向けた取組

平成 25 年 4 月 1 日から改正高年齢者雇用安定法が施行されるため、周知の

徹底を図るとともに、希望者全員が 65 歳以上まで働ける制度の導入に取り組

んでもらうよう、企業に積極的に働きかける。

(3) 「70 歳まで働ける企業」の普及・啓発

少子・高齢化の進行、将来の労働力人口の低下、団塊世代の 65 歳への到達

等を踏まえ、年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向け、65 歳までの雇用確

保を基盤として「70 歳まで働ける企業」の普及・啓発に取り組む。

78.1
87.8 88.2 88.3

35.0
39.7

48.1

61.6
70.1 78.9 78.5 78.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

３１人以上規模企業

５１人以上規模企業

６０歳以上の常用労働者の推移

（千人）



表１ 雇用確保措置の実施状況
（社、％）

4,349 (4,305)

95.9% (94.3%)

1,658 (1,611)

93.9% (91.7%)

2,691 (2,694)

97.1% (95.9%)

455 (451)

99.8% (100.0%)

4,804 (4,756)

96.2% (94.8%)

3,146 (3,145)

97.5% (96.4%)

※( )内は、平成23年6月1日現在の数値。

表２ 規模別・産業別実施状況
（％）

89.5% (87.5%) 83.3% (83.3%) 10.5% (12.5%) 16.7% (16.7%)

100.0% (100.0%) - － 0.0% (0.0%) - -

97.6% (97.1%) 98.0% (97.1%) 2.4% (2.9%) 2.0% (2.9%)

97.0% (96.1%) 98.2% (97.4%) 3.0% (3.9%) 1.8% (2.6%)

100.0% (100.0%) - － 0.0% (0.0%) - -

90.3% (89.0%) 93.8% (91.1%) 9.7% (11.0%) 6.3% (8.9%)

95.8% (94.0%) 97.8% (96.5%) 4.2% (6.0%) 2.2% (3.5%)

94.6% (92.6%) 96.0% (95.4%) 5.4% (7.4%) 4.0% (4.6%)

94.3% (94.6%) 96.3% (96.3%) 5.7% (5.4%) 3.7% (3.7%)

92.5% (92.2%) 93.5% (97.8%) 7.5% (7.8%) 6.5% (2.2%)

92.7% (91.9%) 94.4% (94.4%) 7.3% (8.1%) 5.6% (5.6%)

94.9% (91.9%) 98.9% (94.4%) 5.1% (8.1%) 1.1% (5.6%)

96.3% (92.7%) 97.2% (93.9%) 3.7% (7.3%) 2.8% (6.1%)

96.1% (91.8%) 96.9% (94.7%) 3.9% (8.2%) 3.1% (5.3%)

97.8% (96.4%) 98.4% (97.8%) 2.2% (3.6%) 1.6% (2.2%)

100.0% (96.8%) 100.0% (100.0%) 0.0% (3.2%) 0.0% (0.0%)

96.6% (95.6%) 97.6% (95.1%) 3.4% (4.4%) 2.4% (4.9%)

- － - － - － - －

96.2% (94.8%) 97.5% (96.4%) 3.8% (5.2%) 2.5% (3.6%)

※( )内は、平成23年6月1日現在の数値。

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産業、物品賃貸業

産
業
別

31人以上

サービス業（他に分類されないもの）

その他

合 計

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業

農、林、漁業

鉱業、採石業、砂利採取業

建設業

製造業

(0.0%)

501～1,000人 100.0% (100.0%) 0.0% (0.0%)

51人以上 31人以上 51人以上

1,001人以上 100.0% (100.0%) 0.0% (0.0%)

合 計 96.2% (94.8%) 3.8% (5.2%)

①実施済企業割合 ②未実施企業割合

規
模
別

31～50人 93.9% (91.7%) 6.1% (8.3%)

51～100人 96.8% (95.1%) 3.2% (4.9%)

101～300人 97.6% (96.8%) 2.4% (3.2%)

301～500人 99.5% (100.0%) 0.5%

51人以上
総計

80 (116) 3,226 (3,261)

2.5% (3.6%) 100.0% (100.0%)

31人以上
総計

188 (261) 4,992 (5,017)

3.8% (5.2%) 100.0% (100.0%)

301人以上
1 (0) 456 (451)

0.2% (0.0%) 100.0% (100.0%)

51～300人
79 (116) 2,770 (2,810)

2.9% (4.1%) 100.0% (100.0%)

31～50人
108 (145) 1,766 (1,756)

6.1% (8.3%) 100.0% (100.0%)

①実施済み ②未実施 合計(①＋②)

31～300人
187 (261) 4,536 (4,566)

4.1% (5.7%) 100.0% (100.0%)



表３ 雇用確保措置実施企業における上限年齢の内訳
（社、％）

3,948 (3,828) 401 (477) 4,349 (4,305)

90.8% (88.9%) 9.2% (11.1%) 100.0% (100.0%)

1,550 (1,468) 108 (143) 1,658 (1,611)

93.5% (91.1%) 6.5% (8.9%) 100.0% (100.0%)

2,398 (2,360) 293 (334) 2,691 (2,694)

89.1% (87.6%) 10.9% (12.4%) 100.0% (100.0%)

386 (368) 69 (83) 455 (451)

84.8% (81.6%) 15.2% (18.4%) 100.0% (100.0%)

4,334 (4,196) 470 (560) 4,804 (4,756)

90.2% (88.2%) 9.8% (11.8%) 100.0% (100.0%)

2,784 (2,728) 362 (417) 3,146 (3,145)

88.5% (86.7%) 11.5% (13.3%) 100.0% (100.0%)

※( )内は、平成23年6月1日現在の数値。
「合計」は表１の「①実施済み」に対応している。

表４-１ 雇用確保措置実施企業における措置内容の内訳
（社、％）

132 (137) 640 (608) 3,577 (3,560) 4,349 (4,305)

3.0% (3.2%) 14.7% (14.1%) 82.2% (82.7%) 100.0% (100.0%)

93 (82) 279 (255) 1,286 (1,274) 1,658 (1,611)

5.6% (5.1%) 16.8% (15.8%) 77.6% (79.1%) 100.0% (100.0%)

39 (55) 361 (353) 2,291 (2,286) 2,691 (2,694)

1.4% (2.0%) 13.4% (13.1%) 85.1% (84.9%) 100.0% (100.0%)

1 (1) 14 (13) 440 (437) 455 (451)

0.2% (0.2%) 3.1% (2.9%) 96.7% (96.9%) 100.0% (100.0%)

133 (138) 654 (621) 4,017 (3,997) 4,804 (4,756)

2.8% (2.9%) 13.6% (13.1%) 83.6% (84.0%) 100.0% (100.0%)

40 (56) 375 (366) 2,731 (2,723) 3,146 (3,145)

1.3% (1.8%) 11.9% (11.6%) 86.8% (86.6%) 100.0% (100.0%)

※( )内は、平成23年6月1日現在の数値。
「合計」は表１の「①実施済み」に対応している。

表４－２ 継続雇用制度の内訳
（社、％）

1,634 (1,650) 1,943 (1,910) 3,577 (3,560)

45.7% (46.3%) 54.3% (53.7%) 100.0% (100.0%)

671 (684) 615 (590) 1,286 (1,274)

52.2% (53.7%) 47.8% (46.3%) 100.0% (100.0%)

963 (966) 1,328 (1,320) 2,291 (2,286)

42.0% (42.3%) 58.0% (57.7%) 100.0% (100.0%)

90 (90) 350 (347) 440 (437)

20.5% (20.6%) 79.5% (79.4%) 100.0% (100.0%)

1,724 (1,740) 2,293 (2,257) 4,017 (3,997)

42.9% (43.5%) 57.1% (56.5%) 100.0% (100.0%)

1,053 (1,056) 1,678 (1,667) 2,731 (2,723)

38.6% (38.8%) 61.4% (61.2%) 100.0% (100.0%)

※( )内は、平成23年6月1日現在の数値。
「合計」は表４-１の「③継続雇用制度の導入」に対応している。

51人以上総計

301人以上

31人以上総計

51人以上総計

「②定年の引上げ」は64歳以上の定年の定めを設けている企業、「③継続雇用制度の導入」は定年年齢は64歳未満だが継続雇
用制度の年齢を64歳以上としている企業を、それぞれ計上している。

①基準なし ②基準あり 合計(①＋②)

31～300人

31～50人

51～300人

301人以上

31人以上総計

②定年の引上げ ③継続雇用制度の導入 合計(①＋②＋③)

31～300人

31～50人

①定年制なし

51～300人

51～300人

301人以上

31人以上総計

51人以上総計

31～50人

①65歳以上
（定年制なし含む）

②64歳 合計(①＋②)

31～300人



表５ 希望者全員が６５歳以上まで働ける企業の状況
（社、％）

132 (137) 608 (566) 1,535 (1,539) 2,275 (2,242) 4,536 (4,566)

2.9% (3.0%) 13.4% (12.4%) 33.8% (33.7%) 50.2% (49.1%) 100.0% (100.0%)

93 (82) 263 (238) 643 (641) 999 (961) 1,766 (1,756)

5.3% (4.7%) 14.9% (13.6%) 36.4% (36.5%) 56.6% (54.7%) 100.0% (100.0%)

39 (55) 345 (328) 892 (898) 1,276 (1,281) 2,770 (2,810)

1.4% (2.0%) 12.5% (11.7%) 32.2% (32.0%) 46.1% (45.6%) 100.0% (100.0%)

1 (1) 12 (12) 82 (81) 95 (94) 456 (451)

0.2% (0.2%) 2.6% (2.7%) 18.0% (18.0%) 20.8% (20.8%) 100.0% (100.0%)

133 (138) 620 (578) 1,617 (1,620) 2,370 (2,336) 4,992 (5,017)

2.7% (2.8%) 12.4% (11.5%) 32.4% (32.3%) 47.5% (46.6%) 100.0% (100.0%)

40 (56) 357 (340) 974 (979) 1,371 (1,375) 3,226 (3,261)

1.2% (1.7%) 11.1% (10.4%) 30.2% (30.0%) 42.5% (42.2%) 100.0% (100.0%)

※( )内は、平成23年6月1日現在の数値。
「希望者全員が65歳以上まで働ける企業」は「定年制なし」、「65歳以上定年」及び「希望者全員65歳以上継続雇用」の合計である。
「報告した全ての企業」は表１の「合計」に対応している。

表６ 「70歳以上まで働ける企業」の状況
（社、％）

132 (137) 44 (40) 152 (157) 296 (306) 201 (174) 825 (814) 4,536 (4,566)

2.9% (3.0%) 1.0% (0.9%) 3.4% (3.4%) 6.5% (6.7%) 4.4% (3.8%) 18.2% (17.8%) 100.0% (100.0%)

93 (82) 25 (24) 57 (66) 99 (104) 85 (54) 359 (330) 1,766 (1,756)

5.3% (4.7%) 1.4% (1.4%) 3.2% (3.8%) 5.6% (5.9%) 4.8% (3.1%) 20.3% (18.8%) 100.0% (100.0%)

39 (55) 19 (16) 95 (91) 197 (202) 116 (120) 466 (484) 2,770 (2,810)

1.4% (2.0%) 0.7% (0.6%) 3.4% (3.2%) 7.1% (7.2%) 4.2% (4.3%) 16.8% (17.2%) 100.0% (100.0%)

1 (1) 0 (0) 4 (5) 18 (17) 20 (20) 43 (43) 456 (451)

0.2% (0.2%) 0.0% (0.0%) 0.9% (1.1%) 3.9% (3.8%) 4.4% (4.4%) 9.4% (9.5%) 100.0% (100.0%)

133 (138) 44 (40) 156 (162) 314 (323) 221 (194) 868 (857) 4,992 (5,017)

2.7% (2.8%) 0.9% (0.8%) 3.1% (3.2%) 6.3% (6.4%) 4.4% (3.9%) 17.4% (17.1%) 100.0% (100.0%)

40 (56) 19 (16) 99 (96) 215 (219) 136 (140) 509 (527) 3,226 (3,261)

1.2% (1.7%) 0.6% (0.5%) 3.1% (2.9%) 6.7% (6.7%) 4.2% (4.3%) 15.8% (16.2%) 100.0% (100.0%)

※( )内は、平成23年6月1日現在の数値。

「報告した全ての企業」は表１の「合計」に対応している。

「70歳以上まで働ける企業」は「定年制なし」、「70歳以上定年」、「70歳以上までの継続雇用制度」及び「その他の制度で70歳以上まで雇用」の
合計である。

「その他の制度で70歳以上まで雇用」とは、希望者全員や基準該当者を70歳以上まで継続雇用する制度は導入していないが、企業の実情に応
じて何らかの仕組みで70歳以上まで働くことができる制度を導入している場合を指す。

31～300人

31～50人

51～300人

301人以上

31人以上
総計

51人以上
総計

合計
（①＋②＋③＋④）

報告した全ての
企業①

定年制なし
②

70歳以上定年

③70歳以上までの継続雇用制度
④

その他の制度で70
歳以上まで雇用基準なし 基準あり

51人以上
総計

合計
（①＋②＋③）

報告した全ての企業①
定年制なし

②
65歳以上定年

③
65歳以上までの

継続雇用制度(基準なし)

31～300人

31～50人

51～300人

301人以上

31人以上
総計



表７ 定年到達者等の状況

※過去１年間（平成23年６月１日から平成24年５月31日）に定年年齢に到達した者について集計している。
①は表１の「合計」、②及び③は表４-２の①及び②に、それぞれ対応している。
( )内は、平成23年6月1日現在の数値。
「継続雇用者」、「継続雇用を希望したが基準に該当しなかったことによる離職者」の下段の割合は、「継続雇用を希望した者」に対する割合。
「継続雇用の終了による離職者数」は継続雇用制度における上限年齢に到達したことによる離職者の数。

表８ 年齢別常用労働者数
（人）

※（ ）は平成17年を100とした場合の比率（31人以上は平成21年を100とした場合の比率）

(104.4)

58,284人 (219.6) 20,193人 (237.6)

(101.8) 88,311人 (113.1) 64,943人 (116.6) 23,368人

(94.9)

24,090人 (107.6)

66,908人 (120.2) 21,251人

(100.0) 22,388人 (100.0)

63,726人 (114.4)

3
1
人
以
上

規
模
企
業

平成24年

平成24年

744,466人

813,819人

(123.7) 78,477人 （223.9）

平成23年 820,083人 (102.5) 88,159人 (112.9)

平成22年 833,857人 (104.3) 87,816人 (112.5)

(226.9) 18,249人 (214.7)

平成21年 799,715人 (100.0) 78,073人 （100.0） 55,685人

平成23年 750,760人 (124.7) 78,476人 （223.9） 60,227人

平成22年 765,638人 (127.2) 78,884人 （225.1） 57,634人 (217.1) 21,250人 (250.0)

平成21年 735,619人 (122.2) 70,069人 （200.0） 50,323人 (189.6) 19,746人 (232.3)

平成20年 711,828人 (118.2) 61,582人 （175.7） 44,166人 (166.4) 17,416人 (204.9)

平成19年 659,655人 (109.6) 48,095人 （137.2） 34,553人 (130.2) 13,542人 (159.3)

年齢計 60歳以上合計
60～64歳 65歳以上

平成17年 601,975人 (100.0) 35,043人 26,543人 (100.0) 8,500人 (100.0)

5
1
人
以
上

規
模
企
業

（100.0）

平成18年 644,224人 (107.0) 39,663人 （113.2） 28,947人 (109.1) 10,716人 (126.1)

③
継続雇用制度(基準あり)により確保措

置を講じている企業
2,293 8,357 2,084 24.9% （28.2%） 132

1.6% （1.9%）

100.0% （100.0%） 97.9% （97.3%） 2.1% （2.7%）

791
100.0% （100.0%） 100.0% （99.9%） 0.00% （0.05%）

6,273

75.1% （71.8%）

6,141

73.5% （69.9%）

2,830

②
継続雇用制度(基準なし)により確保措

置を講じている企業
1,724 3,615 525 14.5% （13.6%） 0

0.00% （0.05%）

100.0% （100.0%） 98.0% （98.4%） 2.0% （1.6%）

3,090

85.5% （86.4%）

3,090

85.5% （86.4%）

企業数
（社）

定年到達者総
数

（人）

継続雇用
の終了によ
る離職者数

（人）

定年による離職者数
（継続雇用を希望しなかった

者）
継続雇用を希望した者

継続雇用者
継続雇用を希望したが

基準に該当しなかったこと等に
よる離職者

10,396

77.0% （76.1%）

10,188

75.4% （74.9%）
①

31人以上規模企業合計
4,992 13,508 3,112 23.0% （23.9%） 208

1.5% （1.2%）

3,765


